
はじ めに1

コ ロ ナ禍においては、 中小企業の事業継続のた

めに実質無利子・ 無担保融資（ 以下「 ゼロ ゼロ 融

資」 と いう 。） が措置さ れたほか、 資金繰り に万全

を 期すべく 官民金融機関に累次の要請が行われる

など、 政府によ る 手厚い資金繰り 支援が実施さ れ

てき た。 そう し た支援の効果も あり 、 事業者は新

規の借入等によ っ て事業を 継続する こ と ができ 、

コ ロ ナ禍における 全国の倒産件数はコ ロ ナ禍前と

比較し 低位で推移し てき た。

他方、 コ ロ ナ禍から の社会経済活動の正常化が

進むな か、 2023年度の企業の倒産件数は9,053件

と 増加し 1 、 足も と でも 前年を 上回る ペースで推

移し ている。 事業者の財務状況を みても 、 全国の

中小企業の約 3 割が「 債務に過剰感がある 」 状態

にある 2 。 さ ら に、 2024年 4 月には民間ゼロ ゼロ

融資の返済据置期間が終了し て返済を 開始する 事

業者数が最後のピ ーク を 迎えるなど、 ゼロ ゼロ 融

資の返済も 本格化し ている 。 コ ロ ナ禍の借入れに

よ っ て増加し た債務を 返済するには、 事業者の業

績回復が不可欠だ。 し かし 、 足も と では、 物価高

や人手不足等の影響も あり 、 業績の回復が厳し く

過剰債務から 脱却でき ない事業者も いる と の声が

ある 。

こ のよ う な状況を 踏まえると 、 事業者支援は、

現在大き な 転換点を 迎え て いる と いえ る 。 今後

は、 コ ロ ナ禍において資金繰り 支援に注力し た段

階から 、 一歩先を 見据えて、 事業者の実情に応じ

た経営改善・ 事業再生を 軸と し た新し い段階に進

む必要がある 。 金融庁においても 経営改善・ 事業

再生支援等の本格化を 見据え 、 金融機関に対し

て、 早め早めの対応や顧客に対する コ ン サルティ

ン グ機能の強化を 求めてき た 3 。 本稿では、 こ う

し た経営改善・ 事業再生、 再チャ レ ン ジ支援の推

進に向けた金融庁の直近の取組みについて、 金融

行政担当と し ての立場から 紹介する 。

1 　 東京商工リ サーチ「 全国企業倒産状況」（ 2024年 4 月 8 日）。

2 　 東京商工リ サーチ「「 業績予想」「 値上げ」「 過剰債務」 に関するアンケート 調査〈 T SRデータ イ ンサイ ト 〉」（ 2024年 6 月

21日）。

3 　「 中小・ 地域金融機関向けの総合的な監督指針」 等の改正（ 2024年 4 月より 適用）、「 コ ロナ資金繰り 支援策の転換を踏ま

えた事業者支援の徹底等について」 の要請（ 2024年 6 月 7 日） 等がある。

特集　 ポスト コロナの事業者支援 推進への取組み

 金融庁監督局総務課監督調査室 監督調整官　 　 　 　 　 川島 道隆

 調査企画第二係長　 　 高岡 美優

事業者の経営改善・ 事業再生、 再チャレンジ支援の推進に向けた
取組み
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経営改善・ 事業再生支援に関する

取組み
2

⑴　「 中小・ 地域金融機関向けの総合的な監督

指針」 の改正

金融庁は2024年 4 月に「 中小・ 地域金融機関向

けの総合的な監督指針」 を改正し 、 ゼロ ゼロ融資

の返済の本格化を 踏まえ、 問題を 先送り にせず、

金融機関によ る 経営改善・ 事業再生支援を いっ そ

う 推進し ていく こ と を 求めた。

事業者だけでは、 自身の財務状況の悪化や経営

改善の余地に気づかないこ と も ある だろ う 。 対し

て金融機関はこ う し た事業者の状況を 定期的・ 客

観的に把握し 、 アド バイ スでき 得る 立場にある 。

金融機関が事業者と の対話を 通し て事業者の状況

の悪化の兆候を 把握し 、 正確な 状況認識を 促せ

ば、 事業者の早期の経営改善・ 事業再生につなが

り 、 選択肢が多い段階で予防的措置を 執れるよ う

になる。

特に、 事業者が事業再生等を 検討する 際は、 メ

イ ン バン ク の果たす役割が大き い。 事業者へのア

ン ケート 調査によ れば、 外部から 提案を 受けて経

営改善・ 事業再生を 検討し た、 又は検討の俎上に

載っ た支援メ ニュ ーについて、「 メ イ ン 行に提案

を 依頼し た」「 メ イ ン 行よ り 提案があっ た」 と 回答

し た事業者が、 他の金融機関・ 支援機関から 提案

を 受けた事業者よ り も 多い結果と なっ た（ 次ペー

ジ【 図表 1 】。 一部メ ニュ ーを 除く 。）。

現状、 メ イ ン バン ク が事業者の経営上の相談者

と し ての役割を 果たす先は増加し ている 。 メ イ ン

バン ク が自社の経営上の課題に関する 分析結果や

評価を「 よ く 伝えてく れる」 又は「 ある 程度伝え

てく れる 」 と 回答し た企業の割合は全体で 55 .7％

と なり 、前回調査と 比較し て、0 .9％ポイ ン ト 増加

し た（【 図表 2 】）。 なお、 事業者のメ イ ン バンク に

対する評価と し て、「 よ く 伝えてく れる 」 又は「 あ

る 程度伝えてく れる 」 と 回答し た割合は債務者区

分が下位になる ほど低下し ている も のの、 コ ロ ナ

期と の比較では「（ 課題や評価を） よ り 伝えてく れ

る よ う になっ た」 と 回答し た企業の割合が、 債務

者区分が下位になる ほど高く なっ ており 、 改善さ

れつつある こ と が分かる 。

金融機関の収益性や健全性の観点を 踏ま え て

も 、 今後は事業者に対する経営改善・ 事業再生支

援の巧拙がさ ら に問われる時代になる と 考えら れ

る 。 平時から 金融機関と 事業者がコ ミ ュ ニケー

ショ ンを 取る こ と で、 定期的なモニタ リ ン グを 通

し た業者の粉飾決算等のコ ン プラ イ アン ス違反の

防止につながる 。 また、 早め早めの対応によっ て

事業者の財務状況などが改善すれば、 結果と し て

前向き な投資需要への対応や、 引当金の減少等を

通じ た金融機関の経営基盤の強化等にも 寄与する

可能性がある 4 。

⑵　 事業再生等ガイ ド ラ イ ン に対する 期待

2022年 3 月に公表さ れた、 中小企業の事業再生

等に関する ガイ ド ラ イ ン（ 以下「 事業再生等ガイ ド

ラ イ ン 」 と いう 。） では、 新たな準則型私的整理手

続である 「 中小企業の事業再生等のための私的整

理手続」 が定めら れて いる 。 本手続の活用実績

は、 金融庁及び中小企業庁が実施し た調査に基づ

く と 、 28件（ 2022年度） から 133件（ 2023年度） と

大幅に増加し ている（【 図表 3 】）。 取引金融機関の

合意形成がなさ れている 場合には、 スピ ード 感を

も っ てク ロ ージン グまで対応でき る と の意見も 聞

かれており 、 金融機関及び支援専門家等において

事業再生等ガイ ド ラ イ ン の特性が浸透し つつある

こ と も 、 大幅な増加の要因のひと つではないだろ

う か。 また、 他の準則型私的整理手続にはなかっ

た「 廃業型」 手続が利用でき る 点も 、 増加の要因

と 考えら れる 。

今後は、 特に利用の少ない地域における 事業再

生等ガイ ド ラ イ ン の利用促進が期待さ れる 。 その

ためには金融機関のみでなく 、 地域における専門

4 　 その他、 改正背景等の詳細については、 橋野永＝長田沙瑛花「 社会経済情勢の変化に対応し た事業者支援の推進に向け

た取組み」 本誌184号（ 2024年） 87頁を参照さ れたい。
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【 図表 1 】 金融機関における 経営改善・ 事業再生支援の状況

○ 経営改善や事業再生に関し、検討した、または検討の俎上に載った支援メニューのうち、「経営改善（計画策定）」「経
営改善（ビジネスマッチング・その他）」「事業再生（返済条件変更）」 については、約５割の企業が「メイン行に提案を依
頼した」または「メイン行より提案があった」と回答。

ԠӸӲ経営改善や事業再生の支援メニューのうち、検討した、または検討の俎上に載ったものについて、）提案やアドバイスを受けた状況についてご回答
ください。
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メイン行以外の金融機関から提案があった 金融機関以外の支援機関に提案を依頼した 金融機関以外から提案があった

外部から提案を受けていない

Ԫ Ԭ単位：％

【 図表 2 】 事業者のメ イ ン バン ク への相談先と し ての評価（ 債務区分別）

○ メインバンクが自社の経営上の課題に関する分析結果や評価を「よく伝えてくれる」または「ある程度伝えてくれる」

ӿӿӸԁ ӺӸԃՄՈと回答した企業の割合は全体で ％であり、前回調査と比較して、 ％ 増加。

ӼӺӼӻ Ӿ ӼӺӼӼ ӽ○ メインバンクの対応について、コロナ期の 年 月～ 年 月と比較して「（課題や評価を）より伝えてくれる
ようになった」と回答した企業の割合は、債務者区分が下位になるほど高い。

ԠӸ ӼӺӼӻ Ӿ ӼӺӼӼ ӽメインバンクは貴社の事業や経営に関する課題や評価を伝えてくれますか。また、その姿勢はコロナ期の 年 月～ 年 月頃と比較して
変化はありますか。
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（ 出所） 金融庁「 金融機関の取組みの評価等に関する企業アンケート 調査」（ 2024年 6 月28日）。
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家の裾野拡大が重要だ。 事業者への経営改善や事

業再生に関する 提案は、 メ イ ン バン ク から のケー

スが多いこ と はすでに述べたが（ 前掲【 図表 1 】）、

特に事業再生（ DES・ 債権放棄）、 廃業支援、 事業

再生（ M & A ・ 事業譲渡） については、 金融機関以

外から の提案によ り 検討の俎上に載っ た割合も 相

対的に高く 、 本格的な 事業再生の場面において

は、 外部専門家 5 が果たす役割が大き いこ と がう

かがえる 。

し かし 、 現状事業再生等ガイ ド ラ イ ン による 私

的整理手続を 行う ために必要な第三者支援専門家

が都市部に集中し 、 第三者支援専門家の登録がな

い地域も 複数存在する（ 2024年 3 月時点）。 また、

多く の地域においては、 第三者支援専門家に限ら

ず、 私的整理に従事し た経験のある 専門家（ 弁護

士、公認会計士等） 自体も 少ないと の声も 寄せら れ

ている。

2024年に行われた事業再生等ガイ ド ラ イ ンの改

定の際にも 、 こ う し た状況を 踏まえ、 第三者支援

専門家補佐人の選定要件の緩和が盛り 込まれた。

補佐人と し て事業再生の実務を 習得し た専門家が

増えるこ と で、 中長期的に専門家の地域偏在の解

消につながる こ と が期待さ れる 。

また、 金融庁では地域における 事業再生に関心

のある専門家人材の育成及び各地の専門家と 地域

金融機関と の連携強化に向けたイ ベン ト を 実施し

ている。

こ う し た取組みを 通じ て、 都市部以外の地域に

おいても 事業再生に関与する 専門家が増加する こ

と で、 事業再生等ガイ ド ラ イ ン などが広く 活用さ

れ、 地域のサプラ イ チェ ーン や雇用の維持など、

日本経済・ 地域経済の活性化につながる こ と が期

5 　 事業再生等ガイ ド ラ イ ンには、 事業再生計画の策定を支援する外部専門家と し て、 弁護士、 公認会計士、 税理士、 中小

企業診断士等の専門家が記載さ れている。

【 図表 3 】 事業再生等ガイ ド ラ イ ンの活用実績

年度 年度 合計
再生型
債務減免を含む
債務減免を含まない
廃業型

合計

※銀⾏・信⽤⾦庫・信⽤組合・⽇本公庫・商⼯中⾦

北海道⻘森県岩⼿県宮城県秋⽥県⼭形県福島県茨城県栃⽊県群⾺県埼⽟県千葉県東京都神奈川県新潟県富⼭県⽯川県福井県⼭梨県⻑野県岐⾩県静岡県愛知県三重県

滋賀県京都府⼤阪府兵庫県奈良県和歌⼭県⿃取県島根県岡⼭県広島県⼭⼝県徳島県⾹川県愛媛県⾼知県福岡県佐賀県⻑崎県熊本県⼤分県宮崎県⿅児島県沖縄県 総計

都道府県別の成⽴件数（事業者の所在地ベース）※ 年度〜 年度累計

計画成⽴件数

 ⾦融機関による事業者⽀援は、コロナ禍での資⾦繰り⽀援に注⼒した段階から、⼀歩先を⾒据えて、事業者
の実情に応じた経営改善・事業再生⽀援等に取り組む新しい段階へと移⾏しています。

 今般、「中⼩企業の事業再生に関するガイドライン」で定められた、中⼩企業の事業再生等のための私的整理
⼿続を活⽤し、 年度は官⺠⾦融機関（※）において、再生型（債務減免を含む） 件、再生型
（債務減免を含まない） 件、廃業型 件の計 件の事業再生計画・弁済計画について合意された
ことを、⾦融庁・中⼩企業庁にて確認しました。

（ 出所） 金融庁「「 中小企業の事業再生等に関するガイ ド ラ イ ン」 の活用実績について」（ 2024年 7 月 5 日）。
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待さ れている 。

⑶　 事業再生情報ネッ ト ワーク の運用開始

公租公課の滞納に起因する 倒産も 増加し て い

る 。 2024年 1 ～ 7 月の合計で「 税金滞納」 に起因

する 倒産は109件と なり 、 すでに年間ベースでみ

ても 最多を 更新し た 6 。 コ ロ ナ禍では特例で公租

公課の納付猶予が認めら れたが、 事業者のなかに

は現在も 物価高や人件費上昇等の影響で業績が十

分に回復せず、 納付が難し い事業者も いる 。 ま

た、 事業者によ っ ては、 公租公課が原則金融債権

等よ り も 優先的に支払う べき 債権である こ と や、

公租公課の分割納付計画を 遵守し ない場合のリ ス

ク（ 差押え等） を認識し ておら ず、事業継続のため

に取引先への支払を 優先し て公租公課を 滞納する

場合があると の声も 聞く 。

公租公課を 滞納し ている 事業者のなかには、 金

融機関等によ っ て適切な支援が行われる など再生

可能性が高いにも かかわら ず、 公租公課の徴税現

場（ 年金事務所、 税務署等） に情報がわたら ないこ

と で差押えなどの措置が実行さ れてし まい、 事業

再生に至ら ない事業者が存在する 可能性がある 。

そこ で、 金融庁を 含む関係省庁は、 2024年 6 月に

「 事業再生情報ネッ ト ワーク 」 を 創設し た（【 図表

4 】）。 再生可能性の高い 中小企業の情報（ 例え

ば、 再生支援の見込み、 金融支援による 財務改善見込

み等） が公租公課の徴収現場等に適切に提供さ れ

る よ う 、 こ れら の情報を 中小企業活性化協議会や

金融庁に設置する 相談窓口よ り 関係省庁を 通じ

て、 公租公課の徴収現場や金融機関等に共有す

6 　 東京商工リ サーチ「 1 － 7 月「 税金（ 社会保険料含む） 滞納」 倒産　 累計109件　 7 月で年間最多を更新、「 厳し い徴収

から 弾力的な支援」 へ〈 T SRデータ イ ンサイ ト 〉」（ 2024年 8 月 8 日）。

【 図表 4 】 事業再生情報ネッ ト ワーク

 資⾦繰り⽀援はコロナ前の⽔準に戻していく⼀⽅で、関係省庁が連携して、再生⽀援を強化していくべく、本年 ⽉
の「再生⽀援の総合的対策」を踏まえて、事業再生情報ネットワークの運⽤を 月から開始。

 再生可能性の高い中小企業の情報（例︓再生⽀援の⾒込み、⾦融⽀援による財務改善⾒込み等）について、中⼩企
業活性化協議会や⾦融庁に設置する相談窓⼝より関係省庁を通じて、公租公課の徴収現場（年⾦事務所、税
務署等）や⾦融機関等に共有することで、公租公課の適正な納付計画の策定、関係機関による処理⽅針や⽀
援の判断・決定に資する仕組みを構築し、公租公課の確実な納付と事業再生の両⽴を⽬指す。

※地⽅税の課税主体である各地⽅団体に対しては、総務省から本ネットワークの趣旨等を周知。
※中⼩企業庁・⾦融庁等から中⼩企業活性化協議会・官⺠⾦融機関に対し、①公租公課の納付状況の確認、②公租公課は優先納付されるべき
債権であることや納付計画を遵守しない場合のリスクの周知、③必要に応じた資⾦繰り⽀援や納付計画策定⽀援など、事業者⽀援の徹底を要請。

事業者

中⼩企業活性化協議会 ⾦融庁
事業者向け相談窓⼝

経営改善・事業再生に関する相談

共有された情報に基づき、必要に応じて対応を検討

事業者の希望を踏まえ、事業再生の可能性が⾼く、必要と判断される場合、該当する省庁等に伝達

中⼩企業庁

中⼩企業庁⾦融庁・財務局国税庁厚生労働省

信⽤保証協会官⺠⾦融機関国税局・税務署年⾦機構・年⾦事務所

情報共有

（ 出所） 金融庁「 コ ロナ資金繰り 支援策の転換を踏まえた事業者支援の徹底等について」（ 2024年 6 月 7 日）。

No.186　 事業再生と 債権管理20 2024.10.5



る 。 こ のよ う に、 公租公課の適正な納付計画の策

定、 関係機関によ る 処理方針や支援の判断・ 決定

に資する 仕組みを 構築するこ と で、 公租公課の確

実な納付と 事業再生の両立を 目指す。

再チャ レンジ支援に関する取組み3

中小企業の事業再生については、 中小企業活性

化協議会と いっ た公的機関のほか、 前述し た事業

再生等ガイ ド ラ イ ン なども 整備さ れてき た。 他方

で、 事業の再生がかなわず破産に至っ た事業者に

ついて、 経営者個人も 破産し たケースが多く 7 、

経営者保証ガイ ド ラ イ ン に基づく 保証債務整理が

進んでいない現状がある 。

経営者保証ガ イ ド ラ イ ン に基づく 債務整理の

いっ そう の活用を 図る 観点から 、 企業経営者に退

出希望がある 場合の早期相談の重要性について保

証債務手続に携わる 弁護士へ周知を 行う ため、 金

融庁は日本弁護士連合会に対し 、 経営者保証ガイ

ド ラ イ ン に基づく 保証債務整理のさ ら なる 周知・

浸透に関する 依頼文書を 発出し た 8 。

また、 金融庁は「 保証人の自己破産回避に向け

た事例集」 9 も 公表し ており 、同事例集では事業再

生や廃業手続に早期に着手し たこ と で、 保証人の

個人破産を 回避でき 、 相応の資産を 手元に残すこ

と ができ た事例を 紹介し ている 。

7 　 東京商工リ サーチ「 破産会社の 7 割で、 社長個人も 破産へ〈 T SRデータ イ ンサイ ト 〉」（ 2021年 8 月16日） によれば、 破

産会社の 7 割で、 社長個人も 破産し ていると 記載さ れている。

8 　 金融庁＝中小企業庁「「 経営者保証に関するガイ ド ラ イ ン」 に基づく 保証債務整理の更なる周知・ 浸透について」（ 2023

年12月13日）。

【 図表 5 】 保証人の自己破産回避に向けた事例集の例

一定期間の生計費

自宅

自由財産 １.０百万円

残存資産

合計 ６.８百万円

３.２百万円

インセンティブ資産 ５.８百万円
２.６百万円

合計
現預金
自宅
保険

９.１百万円

保有資産
１４.７百万円

３.２百万円
２.３百万円

▍▍会会社社概概要要

中中小小企企業業活活性性化化協協議議会会をを活活用用ししたた事事例例 ～～主主債債務務・・保保証証債債務務をを一一体体整整理理ししたた事事例例～～

業種 小売業（飲食料品小売業）

事事例例

２２

２

▍▍債債務務整整理理のの状状況況

▍▍経経営営者者保保証証のの状状況況
保証人（代表取締役）は全ての借入に対し、経営者保証を提供。

▍▍債債務務整整理理のの概概要要
• 店舗老朽化や商品力、売り場づくりが集客に結びつかず、大手競合の出店影
響もあり、減収減益による営業赤字が常態化。社会保険料等の支払いも繰り
延べており、不足分は役員借入金等により資金繰りを維持していた。

• ⊋地域銀行はメイン行として予てより外部専門家を活用した経営改善支援を
≼≺≼≻ ≽実施しており、直近では 年 月に中小企業活性化協議会によるコロナ

特例リスケ計画の策定支援を実施。

• 収支改善と資金繰り維持に努めていたが、コロナの影響が長期化したことで
⊋自力再生を断念。 地域銀行は経営者との面談を重ね、事業譲渡等の検討を

≼≺≼≼助言。 年２月に、中小企業活性化協議会関与の元、スポンサー候補者
の探索を開始することとなった。

• ≼≺≼≼ ⊁大手ドラッグストアが事業譲受を表明し、 年 月に事業譲渡が成立。ガ
イドラインに基づき保証債務についても一体で整理した。

≼≺≼≼ ≼年 月 中小企業活性化協議会関与の元、スポンサー選定に着手

≼≺≼≼ ⊀年 月 スポンサーへの事業譲渡を骨子とした事業再生計画を策定

≼≺≼≼ ⊁年 月 事業再生計画に取引金融機関が合意

保保証証債債務務整整理理後後のの保保証証人人のの状状況況
• 保証人は経営する法人の業績改善と資金繰りに追われ、保証債務につ
いても解決策が見いだせずに悩んでいた。

• 本件により保証債務等の悩みから解放され、自宅等、生活に必要な不動
⊁≺産・動産も残すことができた。 歳を超え高齢のため再就職はせず、夫婦

２人で穏やかに過ごしている。

▍▍経経済済合合理理性性のの判判断断
• ≼≻≼事業再生計画案に基づく回収見込額（ 百万円）と、当社及び保証人が破

≼≺≻産手続を行った場合の将来の回収見込額（ 百万円）を比較すると、事業
再生計画案に基づく回収見込額の方が大きく、経済合理性ありと判断。

▍▍弁弁済済状状況況

▍▍保保証証人人のの残残存存資資産産のの状状況況

活
性
協
（
一
体
型
）

活
性
協
（
単
独
型
）

⊜⊏
⊠⊓⊍

特
定
支
援

特
定
調
停

☞

主主債債務務・・保保証証債債務務 中小企業活性化協議会

▍▍借借入入金金のの状状況況
借借入入金金額 ≾⊁額 ⊃ 百万円

借借入入内内訳 ⊋ ≾≽≺ ⊌ ≼⊁訳 地域銀行 百万円、 地域銀行 百万円
⊍ ≻ ⊎ ≼⊁地域銀行 ⊂百万円、 銀行 百万円
⊏ ≺政府系金融機関 ⊂ 百万円
⊐ ⊁政府系金融機関 ⊂百万円
⊑ ≾≿信用金庫 百万円
⊒ ≼≾≼信用保証協会 百万円

▍▍ククロローージジンンググままででののススケケジジュューールル

• 早期に破産手続に着手したことにより回収見込が増加したことから、自由財産
（現預金）のほか、自宅や一定期間の生計費を残し、保証債務を全額免除した。

主債務 保証債務

合計 ２０４百万円 ８百万円

借入残高
弁済額

９４７百万円

（ 出所） 金融庁「 保証人の自己破産回避に向けた事例集（「 経営者保証に関するガイ ド ラ イ ン」 における保証債務整理事例）」

（ 2024年 1 月31日）。
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その一部を 例示する と 、 中小企業活性化協議会

を 活用し て会社を スポン サーに事業譲渡し 、 経営

者の保証債務を 一体整理し た ケ ース がある （ 前

ページ【 図表 5 】）。 こ こ では、早期に再生手続に着

手し たこ と で回収見込み額が増加し 、 経営者保証

ガイ ド ラ イ ン の手続費用を 除く 全額を 残存資産と

する こ と ができ 、 保証債務を 全額免除さ れる こ と

と なっ た（ ゼロ円弁済）。

こ のよ う に、 早期に事業再生等を 判断すれば、

保証人が破産回避を でき る 可能性が高まる ため、

事業者の再チャ レ ン ジの観点、 また、 金融機関の

経済合理性の観点から も 、 事業者に早期の決断を

促すこ と が重要だ。

おわり に4

コ ロ ナ禍において、 ゼロ ゼロ融資が多く の事業

者の事業継続に寄与する 効果があっ た一方で、 債

務の蓄積によ る 財務状態の悪化や、 事業者の経営

改善が先送り になる と いっ たリ スク を 有し ていた

こ と も 事実だ。 足も と でこ う し たリ スク が顕在化

し ただけではなく 、 物価高や人手不足の影響も 相

まっ て、 経営改善・ 事業再生の重要性がいっ そう

高ま っ て いる 。 そ し て、 早期に課題解決に着手

し 、 その実効性を 高める ためには、 事業者、 金融

機関、 支援機関及び士業を 含む支援専門家の関係

性構築が急務であろ う 。

金融庁では今後も 、 事業者支援の実情に応じ た

経営改善・ 事業再生支援等の徹底等を 金融機関に

促すと と も に、 その取組状況についても フ ォ ロ ー

を 行っ ていく 。

9 　 金融庁「 保証人の自己破産回避に向けた事例集（「 経営者保証に関する ガイ ド ラ イ ン 」 における 保証債務整理事例）」

（ 2024年 1 月31日）。
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